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３ 福祉・医療 

① 医療・健康 

 

○医師確保関係事業（医療整備課） 1,013,880千円（R2 959,000千円） 

  地域医療を安定的に提供するため、医師の確保と県内への定着を図ります。 

 ［事業内容］ 

  １ 医師修学資金貸付事業 643,200千円 

    医師確保を図るため、大学在学中の医学部生に対して修学資金を貸し付けます。 

   ［貸付コース］ 

    ①長期支援コース 481,800 千円 

      貸付対象：県内の大学医学部、県外の大学医学部（知事の指定する大学に限定）の学生 

     貸付月額：国公立大学 15 万円、私立大学 20 万円 

    ②ふるさと医師支援コース 158,400 千円 

     貸付対象：県外の大学医学部の学生（大学の限定なし） 

     貸付月額：一律 15 万円 

    ③産科医志望加算枠 3,000 千円 

     貸付対象：①及び②の貸付者のうち将来的に産科医を希望する 4年次以上の学生 

          （山武長生夷隅医療圏などの産科医の不足する医療圏への就業が条件） 

     加算月額：一律５万円 

 

  ２ ちば若手医師キャリア形成支援事業 33,680千円 

地域で働く医師の確保と派遣される医師のキャリア形成の両立を図るため、診療科別 

コースの策定や専門研修指導医の派遣等を実施します。 

    ①診療科別コースの策定  16,680千円 

    ②専門研修指導医の派遣  14,700千円 

    ③専門研修医を呼び込むためのセミナーの開催 2,300千円 

 

  ３ 医師キャリアアップ・就職支援センター事業 51,000千円 

若手医師の県内定着を図るため、医師キャリアアップ・就職支援センターを設置し、 

医師のキャリア形成支援や就業支援に向けた情報提供や相談業務、医療技術研修を実施 

します。 

 

  ４ 医師少数区域等医師派遣促進事業 170,000千円 

    医師の地域偏在改善や地域医療の基盤を支える医療機関の医師不足を解消するため、医師

に余裕のある医療機関が医師少数区域等の医療機関に医師を派遣する場合に助成します。 

   ［補助基準額］医師1人あたり1,250千円/月（上限） 

   ［負 担 割 合］県2/3、派遣先医療機関1/3 
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  ５ 産科医・女性医師等の就労支援促進事業 116,000千円 

産科医・助産師に支給される分娩手当や出産・育児等による女性医師の離職防止・復職

支援の取組に対し助成します。 

 

 

 

○保健師等修学資金貸付事業（医療整備課）      401,833千円（R2 417,800千円） 

  地域医療に従事する看護師等の確保対策を強化するため、看護師等養成所などの学生のうち、

卒業後県内に就業しようとする者に対して修学資金を貸し付けます。 

 ［貸付対象］看護師等養成所などに在学する者で、将来県内において看護師等の業務に従事  

しようとする者 

 ［貸 付 枠］590名（うち特別枠10名） 

 ［貸 付 額］看護師・保健師  月額 民間立18,000円、公立16,000円 

［ 貸  付  准看護師     月額 民間立10,500円、公立 7,500円 

       特別枠※     月額 36,000円 

       ※香取海匝医療圏・山武長生夷隅医療圏の病院・診療所への就職を希望する場合 

 

 

 

○救命救急センター運営費補助、施設設備整備費補助（医療整備課） 

                        1,072,642千円（R2 1,147,952千円） 

  救命救急センターの運営費及び施設設備費に対して助成します。 

 ［事業内容］ 

  １ 運営費補助 828,076千円 

   ［対象施設］救命救急センター ８病院 

［補 助 率］2/3（国1/3、県1/3） 

 

 

  ２ 設備整備費補助 244,566千円 

   ［補 助 率］2/3（国1/3、県1/3） 
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○小児救急電話相談事業（医療整備課）        84,000 千円（R2 84,000 千円） 

  夜間の小児の急病時に保護者等の不安を解消するとともに、不要・不急の受診を減らし、 

小児救急医療体制の負担を軽減するため、看護師や小児科医による夜間電話相談を実施します。 

 ［委 託 先］（公社）千葉県医師会 

 ［業務内容］ 

  相談員の配置 看護師 2～3人、小児科医 1 人 

  相談日時 午後 7時～午前 6時（毎日） 

 

 

 

 

○救急安心電話相談事業（医療整備課）        26,154 千円（R2 44,880 千円） 

  県民が地域で安心して暮らせる環境を整備するとともに、不要・不急の受診を減らし、救急

医療体制の負担を軽減するため、看護師や医師による夜間・休日の電話相談を実施します。 

 ［業務内容］ 

  相談員の配置 看護師 2人以上及びバックアップ医師 1人以上 

  相談日時 月～土：午後 6 時～午前 6時 

              日祝日：午前 9 時～午前 6時 

 

 

 

 

○小児救命救急センター運営費補助【新規】（医療整備課） 141,076千円 

  重篤な小児救急患者の救命率向上を図るため、全県を対象に全ての重篤な小児救急患者を 

365日24時間受け入れることのできる小児救命救急センターの運営費に対し助成します。 

 ［対象施設］東京女子医科大学八千代医療センター（予定） 

 ［補 助 率］2/3（国 1/3、県 1/3） 

 

 

 

 

○ドクターヘリ運営事業（医療整備課） 501,978千円（R2 501,977千円） 

  救命救急センターに常駐するドクターヘリの運航に要する経費に対し助成します。 

 ［補助率］10/10（国1/2、県1/2） 

 ［補助先］日本医科大学千葉北総病院、君津中央病院 
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○小児二次救急医療対策事業（医療整備課）      125,006千円（R2 124,340千円） 

  毎夜間・休日における小児救急患者に係る救急医療体制を確保します。 

 ［事業内容］ 

１ 小児救急医療拠点病院運営事業 90,108千円 

   ［対 象 施 設］小児二次救急医療拠点病院 3施設 

   ［補 助 率］2/3 

      ［補助基準額］1 病院当たり 46,227 千円 

  ２ 小児救急医療支援事業 34,898千円 

   ［対 象 施 設］小児二次救急支援病院 4市1組合 

   ［補 助 率］1/2 

   ［補助基準額］休日昼間及び夜間  26,310 円×診療日数 

          電話相談実施加算  14,838 円×診療日数 

 

 

 

○周産期医療施設等運営費補助、施設設備整備費補助（医療整備課） 

1,049,072千円（R2 1,018,393千円） 

  妊娠・分娩時の母子の安全を確保するため、周産期医療施設の運営費及び設備整備費に  

対して助成します。 

 ［事業内容］ 

  １ 運営費補助 986,527千円 

   ［補助率］2/3（国1/3、県1/3） 

   ［補助先］総合周産期母子医療センター 3病院、地域周産期母子医療センター 8病院 

 

  ２ 設備整備費補助 62,545千円  

   ［補助率］2/3（国1/3、県1/3） 

 

 

 

○周産期医療ネットワーク事業（医療整備課） 21,911千円（R2 21,911千円） 

  周産期における妊婦の救急搬送体制を確保するため、総合周産期母子医療センターに    

オペレーターを配置し、２４時間体制で受け入れ可能な病院情報を収集し、救急医療を必要と 

する妊産婦の搬送先の調整を行います。 
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○病院内保育所運営事業（医療整備課） 400,000千円（R2 413,700千円） 

  看護師等の県内定着や再就業を支援するため、医療機関が運営する保育施設の運営費に助成 

します。 

 ［対象施設］県内医療機関 91施設 

 ［補 助 率］2/3 等 

 

 

 

○看護師等養成所運営費補助（医療整備課） 335,647 千円（R2 340,500 千円） 

  看護師等の確保を図るため、看護師等養成所の運営費に対して助成します。 

 ［対象施設］国公立以外の看護師等養成所（15 校・17 課程） 

 ［対象経費］専任教員給与費、生徒用教材費、事務職員給与、図書費、維持補修費  等 

 ［補 助 率］課程、学生数等に応じた定額 

 

 

 

○東千葉メディカルセンター助成事業（健康福祉政策課） 

335,900千円（R2 718,300千円） 

  救命救急センターを併設し、山武長生夷隅保健医療圏の中核的医療機関としての役割を担う 

東千葉メディカルセンターの整備費用を支援します。 

 ［支援内容］ 

  ・施設整備に係る起債償還費用 335,900千円（H26～R3：総額7,183百万円） 

 

 

 

 

 

 

○病院事業会計負担金（健康福祉政策課） 11,829,931千円（R2 14,248,531千円） 

  県立病院が良質な医療を安定的に県民に提供していくために必要な経費を負担します。 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

○（仮称）千葉県総合救急災害医療センター施設整備事業（経営管理課） 

 3,130,493千円（R2 3,551,024千円） 

【特別会計病院事業】 

  建物の老朽化・狭隘化が進んでいる救急医療センター及び精神科医療センターについて 

「（仮称）千葉県総合救急災害医療センター」として統合し、精神保健福祉センターを同一施設

内に整備するため、建設工事を行います。 

［整備概要］新病院建設（延床面積 約 22,000 ㎡、病床数 150 床） 

工期（予定）：R2～R4 年度 

 ［事業内容］ 

・建設工事 3,098,759千円 

継続費設定 21,433,000千円 

 

 

 

 

 

  ・新病院開設準備支援事業 31,734 千円 

    新病院開院に伴う医療情報システムの構築や医療機器その他備品等の調達、院内に  

おける業務委託の検討、移転計画の策定等を行います。 

 

 

 

 

 

[参考：令和２年度２月補正予算案計上事業] 

○病院事業会計への長期貸付金（健康福祉政策課） 4,500,000千円 

  病院事業会計では、平成26年度以降赤字が続いており、経営改善に努めてきたところですが、

新型コロナウイルス感染症の影響もあったことから、本年度、更に赤字が増大し、年度末時点

で45億円の資金不足となることが見込まれています。このため、一般会計から、長期貸付を 

行うことにより支援します。 

  なお、今後、更なる経営改善に向け、早急に改革プランを策定してまいります。 

 

 

 

 

 

 

年 度 事業費（千円） 主な内容 

2 年度                0 入札・契約 

3 年度 3,099,000 建設工事（建築・電気設備） 

4 年度 13,467,000 建設工事（建築・電気設備・機械設備） 

5 年度 4,867,000 医療機器等整備 
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○在宅歯科・口腔保健推進事業（健康づくり支援課） 59,989 千円（R2 61,167 千円） 

  地域における在宅歯科診療や口腔保健の普及向上を図るため、医療機器の整備に対する助成

や地域包括ケア歯科医療連携室の設置、歯科衛生士等の人材確保、育成等を実施します。 

 ［主な事業］ 

  １ 在宅歯科診療設備整備事業 30,000 千円 

    病院又は診療所の開設者が、在宅歯科診療を実施するための設備整備に対し助成します。 

・基本設備 

     ［補 助 率］2/3 

・安全設備 

     ［補 助 率］1/2 

  ２ 地域包括ケア歯科医療連携室整備事業 4,861 千円 

    ・在宅歯科診療を希望する患者等の相談窓口の開設、在宅歯科診療を担う歯科医師育成

のための研修会 等 

  ３ 歯科・口腔保健に携わる人材の確保・育成 11,385 千円 

    ・障害児への摂食嚥下指導やがん患者をはじめとする有病者に対する歯科治療等に 

関する歯科医師等への研修 

    ・摂食嚥下や口腔ケアに関する多職種連携や人材育成に関する研修 

    ・未就業の歯科衛生士の復職支援研修、就業中の歯科衛生士に対する研修  等 

  ４ 口腔機能維持向上普及啓発事業 5,000 千円 

高齢者の口腔機能の低下防止を図るため、県民向けの啓発イベントなど、口腔機能維持

の普及啓発を行います。 
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○がん対策事業（健康づくり支援課）        180,347 千円（R2 179,913 千円） 

  「千葉県がん対策推進計画」に基づき、がん予防から早期発見、質の高いがん医療の提供や 

緩和ケアまで総合的かつ計画的ながん対策を推進します。 

 ［主な事業］ 

１ がんの予防・早期発見推進事業       3,141千円（R2 2,629千円） 

    がん発見技術の向上を図るため、がん検診に携わる医療従事者に対して研修を実施する

とともに、県民に対し、がん検診の重要性を周知します。 

 

  ２ 地域統括相談支援センター事業       6,929千円（R2 6,835千円） 

    がん経験者であるピアサポーターを通じた相談支援の充実を図るため、ピアサポーター

の養成や活動支援を行います。 

 

  ３ 緩和ケア推進強化事業           3,418千円（R2 3,855千円） 

    緩和ケアを希望するがん患者やその家族のため、医療・介護従事者との意見交換会の 

実施や医療機関等の情報提供、緩和ケアに取り組む高齢者施設等への支援等を実施します。 

 

  ４ 地域がん診療連携拠点病院等機能強化事業 145,000千円（R2 145,000千円） 

    地域がん診療連携拠点病院等が行う病院間のネットワークづくりや相談支援、普及啓発、

医療従事者への研修の実施等に係る費用に対して助成します。 

   ［基 準 額］地域がん診療連携拠点病院 15,000千円  

地域がん診療病院 10,000千円 

 

 

 

○自殺対策推進事業（健康づくり支援課）            95,800 千円（R2 88,705 千円） 

  自殺による死亡率の減少を図るため、相談支援体制を確保するとともに、普及啓発を実施  

します。 

  １ 県実施事業 25,800千円 

  ［主な事業］ 

   ・自死遺族支援事業                   1,748千円 

   ・自殺未遂者総合支援事業               10,111千円 

   ・救急病院に勤務する医療従事者に対する自殺対策研修  1,587千円 

   ・県民等に対する啓発・情報提供            1,700千円 

   ・いのち支えるＳＮＳ相談窓口の開設          10,100千円 

   

  ２ 市町村や団体の相談、普及啓発事業に対する支援 70,000千円 
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② 福祉 

 

○千葉県社会福祉センター整備事業（健康福祉指導課） 1,568,429 千円（R2 7,845 千円） 

  社会福祉活動の推進や災害時のボランティア活動の拠点としての機能を強化するため、  

新たな社会福祉センターを整備します。 

 ［整備スケジュール］ 

  平成29～30年度：基本設計、地質調査 等 

令和元年度    ：実施設計 等 

令和2～4年度  ：建築工事 

 ［供用開始］令和4年度中 

［事業内容］建築工事 1,568,429千円 

 

 

 

 

○生活困窮者自立支援事業（健康福祉指導課）      81,321 千円（R2 55,853 千円） 

  生活困窮状態からの脱却を図るため、生活困窮者自立支援法に基づき、離職等により住居を 

失った生活困窮者に対する給付金の支給や就労支援等を行うとともに、生活保護世帯等の  

児童・生徒に対する学習支援等を行います。 

 ［事業内容］ 

  １ 住居確保給付金 14,472千円 

   ［支給対象者］離職後2年以内又は収入が減少し離職等と同程度の状況であって、住居が 

ないか、失うおそれのある者 

   ［支 給 額］生活保護の住宅扶助特別基準額に準拠した額 

   ［支 給 期 間］原則3か月間（3か月延長可能、最大9か月まで（令和2年度申請の場合、 

最大12か月まで）） 

  ２ 就労準備支援事業 22,502千円 

    生活習慣の形成や就労体験など、就労に向けた支援を行います。 

  ３ 家計改善支援事業 14,404千円 

    家計改善を図るため、家計相談や家計計画表の作成支援等を行います。 

  ４ 子どもの学習・生活支援事業 29,943 千円 

生活保護世帯や就学援助世帯の小中学生に対し、学びの場を提供するとともに、相談 

支援員を配置し、生徒等の生活習慣の改善に関する助言等を行います。 

   ［対象地区］県内の全17町村 

   ［対 象 者］小学校4年生～高校3年生 
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○中核地域生活支援センター事業（健康福祉指導課）   308,574千円（R2 308,574千円） 

  全ての県民を対象とした福祉全般にわたる相談に２４時間３６５日体制で応じ、関係機関 

への連絡・調整等を行います。また、印旛ほか５圏域では、生活困窮者自立支援法に基づく 

生活困窮者の自立相談支援事業を併せて行います。 

 ［設置箇所］健康福祉センター圏域ごと・計13か所 

 ［委 託 先］NPO法人・社会福祉法人等 

 

 

 

○ちば障害者等用駐車区画利用証事業【新規】（健康福祉指導課）      6,100千円 

   高齢者や障害者等が優先駐車スペースを適正に利用できるよう、新たに利用証を交付する 

制度を導入するとともに、利用証制度の周知を図ります。 

 ［事業内容］  

  ・利用証作成 3,400千円 

  ・広報啓発  2,700千円 
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○介護人材確保対策事業（健康福祉指導課）       448,970千円（R2 435,632千円） 

介護人材の確保・定着を図るため、新規就業や介護職員のキャリア形成に向けた支援、介護職

の魅力発信、外国人介護人材の就業促進などに総合的に取り組みます。 

 ［主な事業］ 

  １ 介護人材確保対策事業費補助 144,234千円（R2 153,984千円） 

介護の職場への新規就業の促進や潜在有資格者の再就業に向けた支援を行うほか、介護

職員のキャリアアップに向けた支援等を行います。 

［補 助 率］市町村 3/4、事業者 10/10 等 

   ［補助対象］市町村、事業者 等 

  ２ 介護の未来案内人事業 8,000千円（R2 8,000千円） 

県内介護施設等に従事する若手介護職員を「介護の未来案内人」として委嘱し、県内 

高等学校等への派遣やSNSの活用などを通じて、介護職の魅力を発信します。 

  ３ 介護に関する入門的研修委託事業 5,756千円（R2 5,756千円） 

介護人材のすそ野の拡大に向け、介護未経験者を対象とした入門的研修を実施します。 

また、研修修了者に対し、職場体験の実施や介護事業所とのマッチングまでの支援を行い 

ます。 

４ 外国人介護職就業促進事業 222,279千円（R2 199,299千円） 

介護施設への外国人介護福祉士等の就業を促進するため、外国人介護人材支援センター

を設置し相談支援等を行うとともに、留学生受入プログラム等を実施します。 

   （１）千葉県外国人介護人材支援センター運営事業 28,318千円 

      相談窓口の設置、事業者向けの制度説明会やセミナー、留学生と外国人職員の 

交流会の開催 等 

   （２）千葉県留学生受入プログラム 103,668千円 

留学生と介護福祉士養成施設や介護施設等とのマッチングを行うとともに、留学前

及び留学後の日本語学校で学ぶ際の学費や、介護福祉士養成施設に在籍する間も  

含めた、留学期間中の居住費に対して、県内介護施設が費用負担をした場合の経費の

一部を助成します。 

［補助基準額］(日本語学校)留学前 2 万円/月（6 か月）、留学後 5 万円/月（1 年）

（居住費）3万円/月（3 年） 

［補助率］ 1/2 

（３）介護職種外国人技能実習生日本語学習支援事業 35,250千円 

介護施設が負担する外国人技能実習生の日本語学習に係る費用について助成します。 

［補助基準額］ 235千円 ［補助率］ 10/10 

５ 千葉県福祉人材センター事業 60,144千円（R2 60,144千円）  

福祉に関する人材確保業務を行う福祉人材センターを設置し、就職説明会、福祉人材 

バンクによる無料職業紹介、職場体験、離職者の再就業支援、アドバイザーによる相談 

支援等を行います。 
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○老人福祉施設整備事業補助（高齢者福祉課） 2,983,400千円（R2 4,008,900千円） 

（債務負担行為 737,000千円） 

（R2 債務負担行為 2,555,000千円） 

  特別養護老人ホーム及び老人短期入所居室の創設等に要する経費に対し助成します。 

 ［実施主体］市町村、社会福祉法人 

 ［補助単価］4,500 千円/床（特別養護老人ホーム）、800 千円/床（老人短期入所居室） 

 ［整備床数］180 床（特別養護老人ホーム）、10 床（老人短期入所居室） 

 

 

 

 

○介護基盤整備交付金事業（高齢者福祉課） 1,729,429千円（R2 2,724,000千円） 

  地域密着型特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所等の介護施設の整備に  

要する費用について、市町村に対し助成します。 

 ［補助対象］地域密着型特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所 等 

 ［限 度 額］地域密着型特別養護老人ホーム 4,500 千円×定員数 

       小規模多機能型居宅介護事業所 1 施設 33,600 千円 等 

 ［整備床数等］地域密着型特別養護老人ホーム 29 床 

       小規模多機能型居宅介護事業所  6 施設 等 

 

 

 

 

○特別養護老人ホーム等の開設準備支援等事業（高齢者福祉課） 

1,877,348千円（R2 2,497,444千円） 

  特別養護老人ホーム、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の介護施設が開設前に 

行う職員雇用や広報等の準備経費に対し助成します。 

 ［補助対象］特別養護老人ホーム、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 等 

 ［限 度 額］特別養護老人ホーム 839 千円×定員数 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 施設 14,000 千円 等 

 ［整備床数等］特別養護老人ホーム 1,338 床 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 11 施設 等 
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○介護ロボット導入支援事業（高齢者福祉課） 64,000千円（R2 64,000千円） 

  介護事業所における人材確保を図るため、介護従事者の負担を軽減する介護ロボットの導入 

を行う事業者に対して助成します。 

 ［補助対象施設］民間の特別養護老人ホーム等 

 ［補  助  額］移乗支援・入浴支援 1,000 千円、その他 300 千円（１機器あたりの上限額） 

                  見守り機器導入に伴う Wi-Fi 整備等 1,500 千円（１事業所あたりの上限額） 

 ［補  助  率］1/2 

 

 

 

○介護事業所におけるＩＣＴ導入支援事業（高齢者福祉課） 

63,000千円（R2 16,800千円） 

  介護事業所における業務の効率化を図るため、介護記録や介護報酬の請求等を一体的に管理

できる介護ソフトなど業務の効率化に資するＩＣＴの導入に対して助成します。 

［補助対象施設］民間の特別養護老人ホーム等 

［補  助  額］事業所規模に応じて 1,000 千円～2,600 千円（１事業所あたりの上限額） 

［補  助  率］1/2 

 

 

 

 

[参考：令和２年度２月補正予算案計上事業] 

 ○社会福祉施設等におけるICT導入支援事業（子育て支援課、障害福祉事業課）  42,350千円 

   社会福祉施設等においてICTを活用し、生産性向上と安全・安心なサービスを提供する  

ために必要な導入費用等を助成します。 

   

[参考：令和２年度２月補正予算案計上事業] 

 ○障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業（障害福祉事業課）      21,721千円 

  （既定予算とあわせ30,721千円） 

   障害者支援施設等において、新型コロナウイルス感染症対策として、ロボット等を導入 

する場合に助成します。 

 

  



55 

 

 

○認知症対策支援事業（高齢者福祉課） 108,218千円（R2 112,408千円） 

  認知症に対する地域でのサポート体制の構築や各種相談等の総合的対策を実施するとともに、

医療・介護の連携による支援体制の構築を図ります。 

 ［主な事業］ 

  １ 認知症疾患医療センター運営事業 54,520千円（R2 54,520千円） 

    認知症治療の中核病院として、県が指定した「認知症疾患医療センター」において、 

鑑別診断や急性期治療、専門的な相談対応に加え、かかりつけ医や地域包括支援センター

等と連携しながら、日常生活を円滑に送るための相談支援等を行います。 

   ［委託先］認知症治療の中核としての機能を持つ病院 10病院 

 

  ２ 認知症相談支援事業 5,890千円（R2 5,798千円） 

ちば認知症相談コールセンターを設置し、認知症の各種相談を実施するとともに、  

認知症の人やその家族を支援するための交流会を実施します。 

・ちば認知症相談コールセンター運営事業 5,090 千円 

・認知症高齢者をかかえる家族交流事業   800 千円 

   

  ３ 若年性認知症支援事業 5,420千円（R2 5,420千円） 

    若年性認知症患者への就労、福祉サービスや健康・医療に関する支援等を行うため、  

コーディネーターを配置するとともに、ピアサポートを実施します。 

 

  ４ 医療・介護人材育成事業 37,210千円（R2 40,182千円） 

    認知症患者と家族を支援する体制を構築するため、医療・介護分野等において認知症に 

精通した人材を育成します。 

・認知症サポート医等養成研修事業 9,175 千円 

・市民後見推進事業        22,436 千円 等  

 

  ５ 認知症普及啓発事業 2,242 千円（R2 3,502 千円） 

    認知症になっても地域で暮らせるよう、認知症サポーター等の養成や認知症への正しい

理解を促進するための啓発等を行います。 

   ・認知症サポーター等養成講座 1,432 千円 

   ・チームオレンジちば促進事業 450 千円 等 
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○重度心身障害者（児）医療給付改善事業（障害者福祉推進課） 

                        4,500,000千円（R2 4,500,000千円） 

重度心身障害者（児）の医療費の負担を軽減するため、医療費助成を行う市町村に対し補助

を行います。         

 ［対 象 者］身体障害者手帳 1級、2級、療育手帳 ○Ａ、Ａの 1、Ａの 2、 

精神障害者保健福祉手帳 1 級の保持者 

 ［自己負担］入院 1日・通院 1回につき 300 円 

 ［負担割合］県 1/2、市町村 1/2 

 

 

 

 

○障害者就業・生活支援センター事業（障害福祉事業課、産業人材課） 

                          150,669千円（R2 150,301千円） 

  障害者の自立を促進するため、障害者に身近な地域で生活面と就業面等で一体的に支援を 

行う「障害者就業・生活支援センター」を設置・運営します。 

 ［設 置 数］16ヶ所 

 ［事業内容］ 

  ・生活習慣の形成など日常生活の自己管理・地域生活・生活設計に関する助言等 

  ・就職活動・職場定着等に向けた支援、企業に対する雇用管理上の助言等 
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○障害者グループホーム等に対する支援（障害福祉事業課） 

 543,220千円（R2 498,628千円） 

  障害者の地域移行の受け皿となるグループホーム等を支援するため、運営費や家賃などを 

補助するほか、支援ワーカーによる相談支援を行います。 

 ［事業内容］ 

  １ 運営費補助 252,930千円（R2 238,338千円） 

   ［対象経費］ホームの運営に要する人件費、運営費等の経費 

   ［補 助 率］県1/2、市町村1/2 

 

  ２ 家賃補助等 230,000千円（R2 200,000千円） 

   ［対 象 者］ホームを利用する者のうち、特に収入の少ない者 

   ［補 助 率］県1/4、市町村1/4 

 

  ３ 相談支援等  60,290千円（R2 60,290千円） 

    県内 13 障害保健福祉圏域に支援ワーカーを配置 

 

 

 

○障害者の工賃アップのための事業（障害福祉事業課）  35,398 千円（R2 35,398 千円） 

  県内の就労支援事業所等における工賃水準の向上を図るため、商品の販路拡大や新商品開発

等に取り組む事業所を支援します。 

 ［事業内容］ 

  ・販路や受注を拡大するための合同販売会の開催 

  ・障害者就労施設等の効率的な運営のための研修、相談  

  ・農福連携による障害者の就農促進に向けた技術指導、現場実習 等 
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○発達障害者支援センター運営事業（障害福祉事業課） 60,400千円（R2 60,400千円） 

地域での発達障害者支援機能の強化を図るため、発達障害のある方に対する支援を総合的に 

行う「発達障害者支援センター」に、地域支援マネージャーを配置し、医療機関等との連携や

事業所などへの個別支援等を行います。 

また、行動障害者に対する支援の質の向上を図るため、県が実施している研修を修了した者

を行動障害者支援サポーターとして県内施設等へ派遣し、支援に係る助言・指導等を行います。 

 ［事業内容］ 

１ 発達障害者支援センター運営業務委託 48,400千円（R2 48,400千円） 

２ 発達障害者支援体制等整備事業    12,000千円（R2 12,000千円） 

・医療機関等との連携及び事業所支援等 10,240千円 

・行動障害者支援サポーター派遣事業   1,760千円 

 

 

 

 

○千葉リハビリテーションセンター再整備事業（障害福祉事業課）   

275,438千円（R2 50,373千円） 

（債務負担行為 595,000千円） 

  開設から３９年経過し、施設・設備が老朽化しているほか、居室や訓練室等のスペースが 

不足しているため、県民ニーズに対応できるよう、建替えに向けた基本設計等を行うとともに、

実施設計等を行うための債務負担行為を設定します。 

 ［事業内容］ 

１ 基本設計業務委託 220,100千円  

２ 実施設計等業務委託 （債務負担行為 595,000千円） 

３ 基本運営計画策定業務委託 25,300千円 

  ４ 土壌汚染概況調査費等 30,038 千円 

 

 

  



59 

 

 

○袖ケ浦福祉センター利用者受入等支援事業（障害福祉事業課） 

185,525千円（R2 96,402千円） 

   令和４年度末までに、センター利用者の民間施設への移行を進めるため、受入先となる民間

施設の整備等に対する支援を行います。 

 ［事業内容］  

  ・グループホーム整備  79,040千円 （R2: 5,600千円） 

  ・既存施設の改修費   20,685千円 （R2:52,840千円） 

  ・運営費補助      85,800 千円 （R2:37,962 千円） 

 

 

 

 

○重度の強度行動障害のある方への支援体制整備事業（障害福祉事業課） 

                       94,916千円(R2.9補正後 2,710千円) 

   センター利用者の民間施設への移行を進めるにあたり、利用者の意思を最大限酌み取ること

ができるよう、専門的な知識を有するアドバイザーを配置します。また、県内の重度の強度 

行動障害のある方が本人の意向に沿った生活の場を確保できるよう、引き続き暮らしの場支援

会議を通して、県全体で重度の強度行動障害のある方を支援します。 

 ［事業内容］ 

１ 袖ケ浦福祉センター利用者意思決定支援事業 3,864 千円（R2.9 補正後 1,610 千円） 

    ・アドバイザーの設置による利用者の意思酌み取りや移行先の選定補助 

 

 

２ 「暮らしの場支援会議」の設置 2,662 千円（R2.9 補正後 1,100 千円） 

 

 

  ３ 重度の強度行動障害のある方の受入等支援事業【新規】88,390 千円 

      ・グループホーム整備  10,940千円 

      ・既存施設の改修費   65,625千円 

      ・運営費補助      11,825千円 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

③ 社会保障費 

 

 ○社会保障費 321,193,219千円（R2 311,361,952千円） 

 

  １ 補助事業 306,114,524千円（R2 296,488,368千円） 

  ［主な事業］ 

   ・生活保護事業（健康福祉指導課）        5,610,000千円（R2 5,607,000千円） 

     生活保護法に基づき、生活困窮者の保護に要する費用を負担します。 

     １ 郡分扶助費 3,810,000千円（R2  3,810,000千円） 

        町村に居住する被保護者に係る生活保護支弁額を負担します。 

        ［負担割合］国3/4、県1/4 

     ２ 市分負担金 1,800,000千円（R2 1,797,000千円） 

        市が支弁した居住地の明らかでない被保護者に係る保護費用を負担します。 

        ［負担割合］国3/4（市に直接交付）、県1/4 

 

 

 

   ・難病医療費助成事業（疾病対策課）        6,900,000千円（R2 6,200,000千円） 

     原因不明の難病のうち国が定めた疾患について医療費を負担します。 

    ［負担割合］国 1/2、県 1/2 

    ［対象疾患］333疾患 

      

 

 

 

   ・児童手当支給事業（子育て支援課）     13,440,000千円（R2 13,630,000千円） 

     中学校修了前までの児童を養育している方に児童手当を支給します。 

    ［支 給 額］3歳未満 月額15,000円 

          3歳以上 第1子、第2子 月額10,000円 第3子以降 月額15,000円 

          中学生  月額10,000円 

          所得制限家庭（年収960万円程度） 月額5,000円 

    ［負担割合］国2/3、県1/6、市町村1/6 等 
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   ・保育所等への運営費の給付〔再掲〕（子育て支援課） 

22,939,000千円（R2 23,000,000千円） 

     認定こども園・保育所等の運営費に対して市町村が支弁する給付費の一部を負担  

します。 

［対  象］私立の認定こども園、保育所等 

［負担割合］国1/2（直接）、県1/4、市町村1/4 

 

 

 

・小規模保育等への運営費の給付〔再掲〕（子育て支援課） 

3,288,000千円（R2 2,971,000千円） 

 地域の特性に応じた保育機能を確保するため、小規模保育事業、家庭的保育事業及び

事業所内保育事業の運営費に対して市町村が支弁する給付費の一部を負担します。 

［対  象］小規模保育、家庭的保育及び事業所内保育を行う事業者 

［負担割合］国（直接）1/2、県1/4、市町村1/4 

 

 

 

・幼児教育・保育無償化の実施〔再掲〕（子育て支援課、学事課） 

11,660,000千円（R2 13,303,300千円） 

保育所・認定こども園・私立幼稚園等の無償化に要する経費の一部を負担します。 

［対象施設］ 

・認定こども園・保育所等〔再掲〕 6,940,000千円 

・私立幼稚園（子ども・子育て支援新制度未移行） 4,480,000千円 

・認可外保育施設等 240,000千円 

［対象経費］満3歳未満（住民税非課税世帯に限る）又は3歳～5歳の子どもの利用料 

ただし、対象施設や子どもの年齢によって月額上限あり 

［負担割合］国1/2（市町村への直接補助）、県1/4、市町村1/4 

 

 

 

・多様なニーズに対応した子育て支援〔再掲〕（子育て支援課） 

2,749,000千円（R2 2,526,000千円） 

 保育施設等において、病児保育、延長保育、一時預かりを実施するなど、多様な子育て 

ニーズに対応した事業に対し助成します。 

［負担割合］国1/3(直接)、県1/3、市町村1/3 
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   ・障害者自立支援給付費負担金（障害福祉事業課）24,610,000千円（R2 23,136,000千円） 

     障害者総合支援法に基づき、介護給付・訓練等給付等に要した経費を負担します。 

    ［負担割合］国1/2、県1/4、市町村1/4 

 

 

 

   ・自立支援医療事業（児童家庭課、障害者福祉推進課、障害福祉事業課） 

  10,352,000千円（R2 10,154,000千円） 

障害者総合支援法に基づき障害児者に対する公費負担医療に要した経費を負担します。 

 

 

 

   ・障害児通所給付費負担金（障害福祉事業課） 6,300,000 千円（R2 5,500,000 千円） 

児童福祉法に基づき市町村が実施する障害児通所給付の支給に要した経費を負担します。 

    ［負担割合］国1/2、県1/4、市町村1/4 

      

 

 

 

   ・障害児施設措置費・障害児施設給付費負担金（障害福祉事業課） 

1,912,000千円（R2 1,834,000千円） 

     児童福祉法に基づき、障害児施設に入所した児童の保護、訓練等に要する経費を負担

します。 

    ［負担割合］国1/2、県1/2 

 

 

 

・後期高齢者医療給付費負担金（保険指導課） 51,919,000千円（R2 49,700,000千円） 

     高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者の医療等に要した費用を負担 

します。 

    ［負担割合］国4/12、県1/12、市町村1/12、千葉県後期高齢者医療広域連合6/12 

 

 

 

   ・介護給付費負担金（高齢者福祉課）      64,900,000千円（R2 63,000,000千円） 

     介護保険法に基づき、介護給付及び予防給付に要した費用を負担します。 

    ［負担割合］（施設等給付費）国20％、県17.5％、市町村12.5％、保険料50％ 

          （居 宅 給 付 費）国25％、県12.5％、市町村12.5％、保険料50％ 
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   ・地域支援事業交付金（高齢者福祉課）      3,820,000千円（R2 3,792,000千円） 

     介護保険法に基づき、介護が必要な状態になることを予防する事業等に要する費用を 

交付します。 

    ［負担割合］ 

・介護予防・日常生活支援総合事業  国25％、県12.5％、市町村12.5％、保険料50％ 

・包括的支援事業        国38.5％、県19.25％、市町村19.25％、保険料23％ 

・任意事業           国38.5％、県19.25％、市町村19.25％、保険料23％ 

 

 

 

 

   ・特別会計国民健康保険事業繰出金（保険指導課）32,283,000 千円（R2 32,600,000 千円） 

     国民健康保険法に基づき、県と市町村で行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、

保険事業運営に必要な金額を一般会計から特別会計へ繰出します。 

 

 

 

 

   ・国保経営安定化対策事業（保険指導課）    14,327,000千円（R2 14,180,000千円） 

     国民健康保険法に基づき、保険料（税）の軽減や保険財政基盤の強化に要した費用を 

負担します。 
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  ２ 県単独事業 15,078,695千円（R2 14,873,584千円） 

 

  ［主な事業］ 

   ・重度心身障害者（児）医療給付改善事業〔再掲〕（障害者福祉推進課） 

                           4,500,000千円（R2 4,500,000千円） 

        重度心身障害者（児）の医療費の負担を軽減するため、医療費助成を行う市町村に 

対し補助を行います。 

    ［対 象 者］身体障害者手帳 1級、2級、療育手帳 ○Ａ、Ａの 1、Ａの 2、 

精神障害者保健福祉手帳 1級の保持者 

    ［自己負担］入院 1日・通院 1回につき 300 円 

    ［負担割合］県 1/2、市町村 1/2 

 

 

 

・子ども医療費助成事業〔再掲〕（児童家庭課）   6,700,000 千円（R2 6,700,000 千円） 

     子どもの保健対策の充実を図るとともに保護者の経済的負担を軽減するため、子ども

の医療受診に要する費用を助成します。 

     ［実施主体］市町村 

     ［負担割合］県1/2、市町村1/2（千葉市のみ県1/4、市3/4） 

     ［助成対象］入院 中学校3年生まで 

           通院 小学校3年生まで 

     ［自己負担］入院1日、通院1回につき300円 

     ［支給方法］現物給付 

 

 

 

・ひとり親家庭等医療費助成事業〔再掲〕（児童家庭課）564,000千円（R2 483,000千円） 

     ひとり親家庭等の医療費の負担を軽減するため、医療費助成を行う市町村に対し補助

を行います。 

   ［対 象 者］ひとり親家庭の親とその児童、父母のいない児童 等 

［自己負担］入院 1日・通院 1回につき 300 円、調剤無料 

 ［負担割合］県 1/2、市町村 1/2 

 

 

 

 


